
1.本書「契約電力の変更（減少）申込書」とは？

一言で言うと、努力して最大電力を下げてくれれば、特別にすぐに基本料金を下げますとの内容です。

{詳細}

2.マンション共用部では、次の事を行えば申請の意味があります。

{電灯編}
2-1.照明の変更し、消費電力を下げる。（例：12Wの電球型蛍光灯を6WのLEDに変更する。）

この場合、1台あたり6W減なので、167本交換すれば1kWの契約電力を下げられます。
したがって、電灯の削減は難しいのが現実です。

{動力編} 効果がある。将来行う可能性が高ければ早期に行うことが社会貢献です。
2-2.浄化槽の撤去
2-3.給水ポンプの交換（容量減設が条件）

{動力編} 効果がない。
2-4.エレベータの運転制御（もともと30分の最大電力への影響が殆どない）
2-5.立駐の運転制御又は撤去（もともと30分の最大電力への影響が殆どない）

「契約電力の変更（減少）申込書」

以上
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契約電力の変更（減少）申込書に関する簡易説明書
（マンション共用部に限定した内容にまとめました）

お客様が自主的に30分間の平均最大電力（契約電力）を機器の変更や機器の取外しを行った場合、通常
は1年間は契約電力は下がりません。
なぜならば、現在の契約電力の決め方は、当月を含む過去12ヶ月の中で、一番高かった最大電力（30分の
平均値）が契約電力になるからです。

本書は、特別にその行為を行い申請があればその月から契約電力を下げることができます。
個々のお客様の最大電力を下げることにより、電力会社の発電所の最大電力を低減することを早期に進め
るためのものです。（この内容は元々あるのですが、一般的には知らない方が多い内容です。）


